
上 江 別 自 治 連 合 会 規 約 (案 )

第 1章 総   貝11

(名 称及び事務所 )

第 1条  この会は、 L江別自治連合会 (以下 「本会」とぃぅ=,)と 称 し、事務所を会長

宅に置く。

(糸巳

第 2条

(目

第 3条

織 )

本会は、上江別第一目治会、 ヒ江別第二自治会、早苗 自治会及び 上江別中原 目

治会をもつて組織するこ

的)

本会は、単位白治会が相互に連携 し、住み良い街づくりの推進を図ることを目

的 とするc

(事  業 )

第 4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行 う]

(1)環境整備促進に関十ることf

(2)交通安全及び防犯活動に関すること。

(3)自 治会館の管理運営に関すること。

(4)老人憩いの家の管理運営に関することじ

(5)自 主防災活動推進に関すること。

(6)青少年の育成に関することc

(7)地域の諸問題の解決及び福祉向上に関することっ

(8)その他必要 と認められること。

第 2章 役   員

(役  員 )

第 5条 本会に、次の役員を置く。

(1)会 長    1名    (5)理 事

(2)副 会 長   3名     (6)監 査

(3)事務局長    1名
(4)会 計     2名

(役 員の選出)

第 6条 会長は、単位自治会会長の輪番制とする。

2 副会長は、前項の会長を除 く単位 白治会会長とするこ

3 事務局長は、会長が所属する目治会の理事を当てる。

4 会計は、単位白治会会長の協議により決定する.

5 理事は、単位 自治会若千名 とするc

6 監査は、単位 自治会会長の協議により決定するご

(役員の任

第 7条

2

3

4

0

6

若千名

2名

務 )

会長は、本会を代表 し会務を総括する。

副会長は、会長を補佐 し、会長に事故あるときはその会務を代行する。

事務局長は、本会の連絡調整及び事務的業務を処理する.,

会計は、本会の一般会計及び特別会計業務を処理するじ

理事は、所管業務を企画 し処理するこ

監査は、本会の会務及び会計を監査する。
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(役員の任期 )

第 8条 本会の役員の任期は 2年 とし、再任を妨げない。

2 欠員が生 じたときは補充 し、その任務は前任者の残任期間とす る。

(役 員行動費 )

第 9条  役員に対 し行動費を支給するc、 その額は年額 とし、支給額は別表に定める額 と

する。

第 3章 会  議

(会  議 )

第10条  本会の会議は、総会及び伐員会 とする。

2 定期総会は毎年 5月 に開催する。また、必要に応 じて臨時総会を開くことがで

きろc

3 総会は役員及び単位 自治会から選出された代議員をもって構成する。なお、議

長は、代議員の中から選出するし

4 前項の代議員は、単位 白治会 ごとに会員戸数30戸 につき 1名 の割合 とし、30戸

に満たない端数は 1名 とするc

5 会議は、会長が招集する。

(総会の決議事項 )

第ll条  次の各号に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない.

(1)役員の選任に関すること。

(2)規約の改定、改廃に関すること。

(3)事業計画及び事業幸
‐
t告 に関すること.

(4)予算の策定及び決算の認定に関すること。

(5,その他必要 と認められること。

(総 会の決議 )

第 12条 総会は、第10条第 4項に規定する代議員総数の過半数の出席 (委任状含む。 )

で成立する。

2 議事の決議は、出席者 (委任状含む。)の過半数をもって決定する[可否同数

の場合は議長の決するところによる。

(役 員 会|)

第 13条  役員会は、第 5条 |[規定する役員 (監査を除くし,を もって構成 し、必要の都

度開催する.

2 役員会は、給会提出議案の審議及び第11条 に規定する事項以外のものを協議決

定するt)

第 4章 会   計

(経  費)

第14条 本会の会計は、一一般会計並びに自治会館特別会計及び老人憩いの家特別会計と

う
~る

。

2 本会の経費は、単位自治会の負担金・寄付金及びその他の収入をもって当てる.´ ,

3 前項の負担額は、単位自治会の会員戸数に応じた額とする.

(会 計年度,

第15条 本会の会計は4月 1「ヨから翌年 3月 31日 とするti‐
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第 5章 補   貝|」

(自 治会館及び老人憩いの家 )

第 16条 第 4条第 3号及び第 4号に規定する事業の管理運営については、別に定めるこ

(自 主防災組織 )

第 17条  第 4条第 5号に規定する事業の推進については、別に定める.

(ジ ュニア消防クラブ )

第 18条  第 4条第 6号に規定する事業の推進については、別に定める.

(顧   間)

第19条 本会に顧間を置くことができる.

2 顧間は本会に功績のあった方の中から役員会において決定 し、会長が委嘱する。

(附  員1)

1 この規約は、昭和41年 2月 20日 に制定する。

2 この規約は、昭和51年 10月 30日 に一部改正 し施行する。

3 この規約は、日召和58年 4月 10日 に一部改正 し施行する.

4 この規約は、平成 2年 4月 30日 に一部改正 し施行する。

5 この規約は、平成 3年 4月 28日 に一部改正 し施行する
=

6 この規約は、平成 10年 5月 10日 に一部改正 し施行する。

7 この規約は、平成 15年 5月 11日 に一部改正 し施行する.

8 この規約は、平成 18年 5月 14国 に一部改正 し施行する。

9 この規約は、平成22年 5月 9日 に 一部改正 し施行するc

10 この規約は、平成28年 5月 8日 に一部改正 し施行する。

11 この規約は、令和 6年 5月 12日 に一部改正 し施行する。なお、当該別表の金額は

令和 6年度限 りとする(,

12 この規約は、令和 7年 5月 11日 に一部改正 し施行する。

(別 表 )

規約第 9条第 1項の額は、次の左に掲げる役員に対 し、それぞれ右に掲げる金額

とする。

(役 員)       (金  額 )

会   長       10,000円
轟:l 会 長 5,000円

事 務 局 長 10,000円

5,000円

5,000円

監    査 3,00011]

2 年度途中において辞任又は就任 した役員の支給金額は、月数によって計算するc

この場合、在任期間に 1月 に満たない端数があるときは、これを 1月 とする。

3 前記 2の計算による確定金額に 100円 未満の端数があるときは、その端数金額を

切 り捨てる。

会    計

理    事
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